
太白区役所

転居の手続きに必要な書類等　　※各窓口で必要な書類等は、下記のチェックリストをご覧ください。

①本人確認物…住所、氏名、生年月日等が確認できる官公署発行の公的証明書など

　　　　　　　（例：運転免許証、パスポート、マイナンバーカード）

②委任状…同一世帯員以外の方が手続きを行う際に必要です

住所異動に伴って必要なお手続きがあります。チェックシートで再確認してください。

　▼　必要なお手続きをチェックしてください。 手続内容

□ 戸籍の届出 1階⑤番

□
記載事項の変更
電子証明書の発行等 1階②番

□ 住民票の写しの発行 1階④番

　▼　必要なお手続きをチェックしてください。 手続内容

□ 国民健康保険の住所異動届

□
後期高齢医療保険の住所異
動届

□
心身障害者医療費助成の住
所異動届

□
障害者手帳（身体・療育・精
神）の住所異動届

□
障害者自立支援医療（精神通
院・更生医療）の住所異動届

□
特定医療費（指定難病）受給
者証の住所異動届

□
介護保険被保険者証の住所
異動届

□
介護保険負担割合証の住所
異動届

戸籍の届出（婚姻・転籍等）も併せて行いますか 1階⑤番窓口にお問い合わせください

戸
籍
住
民
課

マイナンバー（個人番号）カード、住民基本台帳カー
ドをお持ちですか

マイナンバー（個人番号）カード、住民基本
台帳カード

住民票の写しの発行は必要ですか 本人確認物

手続きチェックリスト③　仙台市内での転居

住所異動届は
戸籍住民課
1階②番窓口へ

住民票・戸籍・マイナンバーカード

必要書類等 窓口番号

保険・医療・福祉

必要書類等 窓口番号

【75歳未満】国民健康保険に加入されていますか
国民健康保険被保険者証
国民健康保険高齢受給者証（７０～７４歳）

1階⑦番

保
険
年
金
課

75歳以上（後期高齢者医療被保険者）の方はいま
すか

後期高齢者医療被保険者証

心身障害者医療費助成を受けていますか
心身障害者医療費助成受給者証
※持参されなくてもお手続きできます。

障
害
高
齢
課

2階①番

障害者手帳（身体・療育・精神）をお持ちですか
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
手帳（お持ちのものすべて）

障害者自立支援医療(精神通院・更生医療）を受け
ていますか

障害者自立支援医療（精神通院・更生医
療）

特定医療費（指定難病）を受けていますか 特定医療費（指定難病）受給者証

65歳以上（介護保険被保険者）の方はいますか 介護保険被保険者証 介
護
保
険
課

2階③番

要介護認定を受けている方はいますか 介護保険負担割合証

裏面もご覧ください。



太白区役所

　▼　必要なお手続きをチェックしてください。 手続内容

□ 母子健康手帳の住所異動届
家
庭

健
康
課

3階②番

□ 児童手当の住所異動届

□
子ども医療費助成の住所異動
届

□
母子・父子家庭医療費助成の
住所異動届

□
小児慢性特定疾病医療受給
者証の住所異動届

□ 養育医療券の住所異動届

□
自立支援医療（育成医療）受
給者証の住所異動届

□ 児童扶養手当の住所異動届

□
特別児童扶養手当の住所異
動届

□
保育所入所の申請、保育所入
所申込みの住所異動届

　▼　必要なお手続きをチェックしてください。 手続内容

□
軽自動車税標識の住所異動
届及び定置場の変更届

税
務
会
計
課

2階⑥番

□

□

□

☞ お問い合わせ 太白区役所 022-247-1111（代表）

※ご不明な点は、総合案内の窓口サービス員または各担当職員におたずねください。

手続きチェックリスト③　仙台市内での転居

子育て

必要書類等 窓口番号

未熟児養育医療給付を受けていますか 養育医療券

子ども医療費助成を受けていますか
子ども医療費受給者証
※持参されなくてもお手続きできます。

母子・父子家庭医療費助成を受けていますか
母子・父子家庭医療費受給者証
※持参されなくてもお手続きできます。

児童手当を受けていますか
児童手当は、子どもと受給者が別居にな
る場合、手続きが必要（必要書類なし）

現在妊娠中あるいは乳幼児のお子さんがいますか
仙台市母子健康手帳別冊の
住所変更連絡票

小児慢性特定疾病給付の認定を受けていますか 小児慢性特定疾病医療受給者証、印鑑

特別児童扶養手当を受けていますか 特別児童扶養手当証書、印鑑

保育所入所中又は入所申込みをしていますか 3階④番窓口へお問い合わせください

保
育
給
付
課

3階④番

自立支援医療（育成医療）を受けていますか 自立支援医療（育成医療）受給者証、印鑑

児童扶養手当を受けていますか 児童扶養手当証書、印鑑

税・その他

必要書類等 窓口番号

125㏄以下のバイクをお持ちですか
標識交付証明書、印鑑、ナンバープレート
（不要な場合もあります）、本人確認物

水道の使用に関する手続きを行いますか
※下記へお問い合わせください
水道局コールセンター　☎　022（748）1111

市ガスの使用に関する手続きを行いますか
※下記へお問い合わせください
仙台市ガス局お客様センター　引越専用☎　0800（800）8978

電気の使用に関する手続きを行いますか
※下記へお問い合わせください
東北電力　引越専用☎　0120（175）266


